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（仮称）西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う電気工事の 

変更契約に係る専決処分の報告について 

 

１ 契約の目的  （仮称）西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う電気工事 

 

 

２ 元契約金額       ６４４，６００，０００円 

 

 

３ 今回の変更金額       ８，３０８，３００円 増額 

 

 

４ 変更後の契約金額    ６５２，９０８，３００円 

 

 

５ 契約の相手方  八千代・村井特定建設工事共同企業体 

（代表者） 

大阪市中央区森ノ宮中央１丁目１番３８号 

八千代電設工業株式会社 代表取締役社長 冨永 昌雄 

（構成員） 

宇治市五ケ庄戸ノ内２１番地の８ 

村井電気株式会社    代表取締役 村井 十三雄 

 

６ 工事場所    宇治市伊勢田町遊田７番地の１ 

 

 

７ 変更理由    体育館、武道場の空気調和設備工事を追加するため 

 

 

８ 専決年月日   令和６年１０月１７日 

 

令和６年１１月１３日 

文教・福祉常任委員会資料 

教育部学校改革推進課 


